
千葉市児童手当事務取扱要綱  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童手当法（昭和４６年法律第７３号。以下「法」という。）に基づく児

童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（父母指定者の届出） 

第２条 児童手当法施行規則（昭和４６年厚生省令第３３号。以下「規則」という。）第１条の

３に規定する届書は、児童手当父母指定者指定届（様式第１号）とする。 

（認定請求及び保留処理） 

第３条 規則第１条の４第１項に規定する請求書は、児童手当認定請求書（様式第２号）とす

る。 

２ 規則第１条の４第３項に規定する請求書は、児童手当認定請求書（施設等受給資格者用）

（様式第３号）とする。 

３ 規則第１条の４第２項及び第４項に規定する添付書類として、児童手当に係る海外留学に

関する申立書（児童用）（様式第６号）、児童手当に係る海外留学に関する申立書（児童の兄

姉等用）（様式第６号の２）、児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書（未成年後見人）

（様式第７号）、児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書（同居父母）（様式第８号）、

児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書（配偶者からの暴力（ＤＶ）のため住民票上

の住所地と異なる市町村に居住している方）（様式第９号）、戸籍及び住民票に記載の無い児

童に関する申立書・継続申立書（様式第１０号）、児童手当に係る年金加入証明書（様式第

１１号）、児童手当別居監護申立書（様式第１２号）、児童手当養育申立書（様式第１３号）

及び監護相当・生計費の負担についての確認書（様式第１４号）を使用することができる。 

４ 市長は、第１項及び第２項に規定する請求書の提出を受けたときは、記載漏れがないかを

確認し、受付確認年月日を記入することとする。ただし、添付書類の不備等により、受給資

格の認定ができない場合は、児童手当関係書類返戻保留通知書（様式第４号）により請求者

へ通知し、添付書類の督促を行うものとする。 

５ 市長は、認定請求書を返戻する場合は、児童手当関係書類返戻保留通知書（様式第４号）

を添えて返戻するものとする。支払希望金融機関の届出に関する不備等は、児童手当支払希

望金融機関届（様式第５号）により提出を求めるものとする。 

６ 市長は、第４項ただし書の保留通知後、請求者がこれに応じない場合は、次の各号に掲げ

る処理を行うものとする。 

（１）保留通知の１か月後に督促通知を行うものとする。 

（２）前号の通知後にも請求者から添付書類の提出がない場合は、１か月後に再度督促を行い、

正当な理由により提出できない場合は、その理由を記載した理由書の提出を求めるものとす

る。 



  なお、理由書の提出がない場合は、請求を却下する旨を児童手当認定請求却下通知書（様

式第１７号）又は児童手当認定請求却下通知書（施設等受給資格者用）（様式第１８号）に

より通知するものとする。 

７ 市長は、第３項本文の規定により提出を受けた請求書を審査及び調査した結果、受給資格

があると認めた場合は、児童手当認定通知書（様式第１５号）又は児童手当認定通知書（施

設等受給資格者用）（様式第１６号）により、受給資格がないと認めた場合は、児童手当認

定請求却下通知書（様式第１７号）又は児童手当認定請求却下通知書（施設等受給資格者用）

（様式第１８号）により、請求者に通知するものとする。 

８ 市長は、法第４条第４項に定める同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を

監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村（当該者が公務員である場

合はその所属庁）に対して、児童手当における同居父母に係る認定について（様式第１９号）

により通知するものとする。 

（額改定請求等） 

第４条 規則第２条第１項に規定する請求書は、児童手当額改定認定請求書額改定届（様式第

２０号）とする。 

２ 規則第２条第３項に規定する請求書は、児童手当額改定認定請求書額改定届（施設等受給

資格者用）（様式第２１号）とする。 

３ 市長は、第１項及び第２項に規定する請求書の提出を受けたときは、当該請求書の記載事

項等により請求に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定通知書（様式第２２号）

又は児童手当額改定通知書（施設等受給資格者用）（様式第２３号）により、請求に係る事

実がないと認めた場合は、児童手当額改定請求却下通知書（様式第２４号）又は児童手当額

改定請求却下通知書（施設等受給資格者用）（様式第２５号）により、請求者に通知するも

のとする。 

（額改定届等） 

第５条 規則第３条第１項に規定する届書は、児童手当額改定認定請求書額改定届（様式第２

０号）とする。 

２ 規則第３条第２項に規定する届書は、児童手当額改定認定請求書額改定届（施設等受給資

格者用）（様式第２１号）とする。 

３ 市長は、第１項及び第２項に規定する届書の提出があった場合において、改定することに

決定したときは、児童手当額改定通知書（様式第２２号）又は児童手当額改定通知書（施設

等受給資格者用）（様式第２３号）により、改定しないことに決定したときは、児童手当額

改定請求却下通知書（様式第２４号）又は児童手当額改定請求却下通知書（施設等受給資格

者用）（様式第２５号）により、受給者に通知するものとする。 

（現況届等） 

第６条 規則第４条第１項に規定する届書は、児童手当現況届（様式第２６号）とする。 



２ 規則第４条第４項に規定する届書は、児童手当現況届（施設等受給資格者用）（様式第２

７号）とする。 

３ 市長は、第１項及び第２項に規定する届書の提出を受けたとき、又は規則第４条第３項の

規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項、又は公簿等（マイナンバー

制度による情報連携を含む。）により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと

確認した場合には、当該届書をもって認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書（様式

第３２号）又は児童手当支給事由消滅通知書（施設等受給資格者用）（様式第３３号）によ

り、受給者に通知するものとする。 

４ 市長は、第１項及び第２項に規定する届書が６月３０日までに提出されない場合には、そ

の提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお届書の提出がない受給者について

は、法第１１条の規定により、児童手当の支払いを一時差し止めるものとする。 

（氏名変更等の届出） 

第７条 規則第５条第１項、規則第６条第１項及び規則第６条第２項に規定する届書は、児童

手当氏名・住所等変更届（様式第２８号）とする。 

２ 規則第５条第２項及び規則第６条第４項に規定する届書は、児童手当氏名・住所変更届（施

設等受給資格者用）（様式第２９号）とする。 

３ 受給者が支払希望金融機関及び加入している年金等を変更したときは、１４日以内に第１

項及び第２項に規定する変更届により提出を求めるものとする。 

（受給事由消滅届等） 

第８条 規則第７条第１項に規定する届書は、児童手当受給事由消滅届（様式第３０号）とす

る。 

２ 規則第７条第２項に規定する届書は、児童手当受給事由消滅届（施設等受給資格者用）（様

式第３１号）とする。 

３ 市長は、第１項及び第２項に規定する届書の提出を受け、支給事由が消滅したと認めたと

きは、児童手当支給事由消滅通知書（様式第３２号）又は児童手当支給事由消滅通知書（施

設等受給資格者用）（様式第３３号）により受給者に通知するものとする。 

４ 市長は、支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、第１

項及び第２項に規定する届書の提出を受け、支給事由が消滅したと認めたときは、児童の所

在地の市町村に対して、児童手当における父母指定者の受給事由消滅について（様式第３４

号）により通知するものとする。 

（未支払児童手当請求書等） 

第９条 規則第９条第１項に規定する請求書は、未支払児童手当請求書（様式第３５号）とす

る。 

２ 規則第９条第２項に規定する請求書は、未支払児童手当請求書（施設等受給資格者用）（様

式第３６号）とする。 



３ 市長は、第１項及び第２項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、

未支払の児童手当を支給するものと決定した場合は未支払児童手当支給決定通知書（様式第

３７号）又は未支払児童手当支給決定通知書（施設等受給資格者用）（様式第３８号）によ

り、請求を却下するものと認めた場合には未支払児童手当請求却下通知書（様式第３９号）

又は未支払児童手当請求却下通知書（施設等受給資格者用）（様式第４０号）により請求者

に通知するものとする。 

（支払の一時差止） 

第１０条 市長は、法第１１条の規定により児童手当の支払いを一時差し止めることとしたと

きは、児童手当支払差止通知書（様式第４１号）又は児童手当支払差止通知書（施設等受給

資格者用）（様式第４２号）により受給者に通知するものとする。 

（職権による額の改定等） 

第１１条 市長は、施設入所に係る児童相談所等からの報告及び現有公簿等により児童手当の

額を減額すべきものと確認したとき、又は支給事由が消滅したと確認したときは、第５条第

３項及び第８条第３項の規定にかかわらず、職権により児童手当の額を減額し、又は児童手

当の認定を取り消すことができる。 

２ 市長は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２４条の規定による転出届の届出

があったとき（その届出に係る書面に同法第２９条の２の規定による附記がなされたときに

限る。）は、前項の規定の例により処理するものとする。 

（支払） 

第１２条 児童手当の支払期月は、法第８条第４項に定める支払期月とする。ただし、支払期

月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児

童手当はその支払期月でない月であっても支払うものとする。 

２ 児童手当の支払日は、前項に規定する支払期月の１３日とする。ただし、その日が日曜日、

土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「日

曜日等」という。）に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日

とする。 

３ 児童手当の支払いは、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を

通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認

める受給者については、この限りでない。 

（身分を示す証票） 

第１３条  規則第１３条に規定する証票は、児童手当受給資格調査員証（様式第４３号）と

する。 

（備付帳簿等） 

第１４条 市長は、児童手当の認定及び支給事務の処理にあたっては、児童手当受給資格調査

員証交付情報（様式第４４号）を備え、整理しておかなければならない。 



（支払の調整） 

第１５条 市長は、法第１３条の規定により支払の調整を行うことに決定したときは、児童手

当支払調整通知書（様式第４５号）により受給者に通知するものとする。 

（児童手当に係る寄附） 

第１６条 規則第１２条の９に規定する届書は、児童手当に係る寄附の申出書（様式第４６号）

とする。 

２ 前項の寄附の申出は、支払期の前月の１日までに提出を求めるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する児童手当の寄附の申出書の提出を受け、寄附を受領した場合は、

児童手当に係る寄附受領証明書（様式第４７号）により受給者に通知するものとする。 

４ 市長は、申出書の内容を変更し、又は、撤回するため、児童手当に係る寄付変更・撤回の

申出書（様式第４８号）が提出された場合には、速やかに処理を行うこととする。 

 （申出による学校給食費等の徴収） 

第１７条 市長は、別表第１に定める費用について、法第２１条第１項及び第２項の規定に基

づき、児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書（様式第４９号の１）、児童手

当に係る学校給食費の徴収等に関する同意書（様式第４９号の２）又は児童手当に係る学用

品費等（学校徴収金）の徴収等に関する申出書（様式第４９号の３）の提出を受け徴収等を

行う場合は、児童手当に係る学校給食費等の徴収（支払）に係る通知書（様式第５０号）に

より受給者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する申出に基づき２以上の徴収を行う場合は、別表第１に定める優先

順位により、徴収を行うものとする。ただし、優先順位について申出がある場合はこの限り

ではない。 

３ 申出書の署名欄と受給者の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことがで

きないと判断される場合には、当該申出書を返戻することとする。 

４ 市長は、申出の内容を変更し、又は、撤回するため、児童手当からの学校給食費等徴収（支

払）変更・撤回申出書（様式第５１号）による申出書が提出された場合には、速やかに処理

を行うこととする。 

（個人番号の変更等の申出） 

第１８条 市長は、個人番号の変更等をするため、児童手当個人番号変更等申出書（様式第５

２号）による申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うこととする。 

 

附 則 

この要綱は平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２４年１１月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は平成２６年４月１日から施行する。ただし、様式の改正規定は同年６月１日から

施行する。 

附 則 

この要綱は平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２９年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成３０年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成３１年１月４日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は平成３１年５月１日から施行する。 

２ 平成３１年５月以前の月分の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての

認定の請求については、改正前の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分の

間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

  附 則 

１ この要綱は令和２年６月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分の

間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

  附 則 

１ この要綱は令和３年３月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分の

間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

  附 則 

１ この要綱は令和４年６月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分の



間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

  附 則 

１ この要綱は令和６年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分の

間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

  附 則 

１ この要綱は令和６年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定は、令和６年７月１

０日から適用する。 

２ この要綱による改正後の様式は、この要綱の施行の日前においても使用することができ

る。 

３ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製された用紙は、当分の

間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

 

別表第１ 

 

 

優先順位 児童手当から徴収する（支払う）費用 

１ 認可保育所（園）・千葉市認定こども園に係る保育料の滞納分 

２ 認可保育所（園）・千葉市認定こども園に係る延長保育料の滞納分 

３ 認可保育所（園）・千葉市認定こども園に係る給食費の滞納分  

４ 放課後児童健全育成事業（子どもルーム）に係る利用料の滞納分 

５ 市立学校に係る学用品費等（学校徴収金） 

６ 市立学校に係る学校給食費の滞納分 


